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  柏 市 の 水 道 施 設 に お け るＰ Ｆ Ｏ Ｓ 及 び Ｐ Ｆ Ｏ Ａ の 対 応 に つ い て  

 

 柏 市 と 白 井 市 の 市 境 を 流 れ る 金 山 落 で， 人体 に影 響が ある と さ れ

る Ｐ Ｆ Ｏ Ｓ 及 び Ｐ Ｆ Ｏ Ａ が ， 国 の 設 定 し た 合 算 値 で ５ ０ ng/ℓ以 下 と

す る 暫 定 指 針 値 を 超 過 し た 箇 所 が 確 認 さ れ た と の 報 道 発 表 が あ り ま

し た 。  

 汚 染 の 影 響 範 囲 の 把 握 ， 汚 染 源 の 特 定 の た め に 千 葉 県 ，柏 市 で は

引 き 続 き 井 戸 等 の 影 響 調 査 を 鋭 意 実 施 し て い る と こ ろ で す 。  

 

 こ の よ う な 事 態 を 受 け て の 市 内 水 道 施 設の Ｐ Ｆ Ｏ Ｓ 及 び Ｐ Ｆ Ｏ Ａ

の 状 況 に つ い て の ご 報 告 い た し ま す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 １ ： 柏 市 の 給 水 区 域 及 び 暫 定 指 針 値 を超 過 し た PFOS 及び PFOA

の 合 計 値 が 検 出 さ れ た 区 域  

 

 

                 （ 当 日 配 布 ）  

令 和 ６ 年 度 第 ２ 回  柏 市 上 下 水 道 事 業 運 営 審 議 会  

                   資 料 ７  

受 水 の み  

受 水 ＋ 井 戸 水  

受 水 ＋ 第 五 水 源 地 か ら の 送 水  

受 水 ＋ 井 戸 水  

受 水 +井 戸 水  

暫 定 指 針 値 を 超 過 し た PFOS 及

び PFOA の 合 計 値 が 検 出 さ れ た

区 域 （ 金 山 落 等 ）  
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 柏 市 の 上 水 道 は ， 北千 葉 広 域 水 道 企 業 団 か ら の 受 水 と ， 自 己 水 源

で あ る 深 さ １ ０ ０ ｍ 以上 の 地 下 よ り 汲 み 上 げ る 井 戸 水 の ２ 種 類で構

成 さ れ て い ま す 。  

 柏 市 の 上 水 道 は 柏 市水 質 検 査 計 画 に 則 り 検 査 を 実 施 し て い ま す が ，

国 （ 厚 生 労 働 省 ）の 通 達 に よ り ， Ｐ Ｆ Ｏ Ｓ 及 び Ｐ Ｆ Ｏ Ａに つ い て，

合 算 値 で ５ ０ ng/ℓ以 下 と す る 暫 定 目 標 値 （ ※ １ ） が 設 定 さ れ ， 水 質 基

準 に 準 じ た 検 査 の 実 施を 求 め ら れ る 「 水 質 管 理 目 標 設 定 項 目 」 と位

置 付 け た こ と に よ り ，令 和 ３ 年 度 よ り 年 １ 回 の 検 査 を実 施 し ， 結果

を 公 表 し て お り ま す 。  

 そ し て ， 市 内 で の 高い 値 の Ｐ Ｆ Ｏ Ｓ 及 び Ｐ Ｆ Ｏ Ａ が 検 出 さ れ た 報

道 発 表 を 受 け ， 更 に 安心 し て 使 用 し て い た だ け る 様 に 今 年 度 よ り４

回 /年 で の 検 査 を 実 施 中 で す 。  

 皆 様 が ご 利 用 に な る浄 水 の 検 査 結 果 に つ い て は 以 下の と お り にな

り ま す 。  

 

令 和 ３ 年 度  

採 水 日 ： 令 和 ３年 ８ 月 ２ 日  

水 源 地 名  第 三  第 四  第 五  第 六  岩 井  

50 以 下  ng/ ℓ 9  8  10 10 10 

 

令 和 ４ 年 度  

採 水 日 ： 令 和 ４年 ８ 月 １ 日  

水 源 地 名  第 三  第 四  第 五  第 六  岩 井  

50 以 下  ng/ ℓ 5  5  5 未 満  6 7 

 

令 和 ５ 年 度  

採 水 日 ： 令 和 ５年 ８ 月 １ 日  

水 源 地 名  第 三  第 四  第 五  第 六  岩 井  

50 以 下  ng/ ℓ 5  5  5 5 5 
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令 和 ６ 年 度  

① 採 水 日 ： 令 和 ６年 ６ 月 ３ 日  

水 源 地 名  第 三  第 四  第 五  第 六  岩 井  

50 以 下  ng/ ℓ 5 未 満  5 未 満  5 未 満  5 未 満  5 未 満  

 

② 採 水 日 ： 令 和 ６ 年 ８月 ５ 日  

水 源 地 名  第 三  第 四  第 五  第 六  岩 井  

50 以 下  ng/ ℓ 5 5 5 未 満  5 5 

 

③ 採 水 日 ： 令 和 ６ 年 １１ 月 ５ 日  

水 源 地 名  第 三  第 四  第 五  第 六  岩 井  

50 以 下  ng/ ℓ 5 未 満  5 未 満  5 未 満  5 未 満  5 未 満  

 

【 注】 4 回 目 の 検 査 は ２ 月 上 旬 の 実 施を 予定 し て い ま す 。  

 

 ま た ， 併 せ て 自 己 水源 で あ る 井 戸 水 （ 原 水 ） も 同 様 に 検 査 を 行っ

て お り ま す 。  

令 和 ６ 年 度 の 結 果 に つい て は 以 下 の と お り で す 。  

 

① 採 水 日 ： 令 和 ６年 ６ 月 ３ 日  

水 源 地 名  第 三  第 四  第 五  

50 以 下  ng /ℓ 5 未 満  5 未 満  5 未 満  

 

② 採 水 日 ： 令 和 ６ 年 ８月 ５ 日  

水 源 地 名  第 三  第 四  第 五  

50 以 下  ng /ℓ 5 未 満  5 未 満  5 未 満  

 

③ 採 水 日 ： 令 和 ６ 年 １１ 月 ５ 日  

水 源 地 名  第 三  第 四  第 五  

50 以 下  ng /ℓ 5 未 満  5 未 満  5 未 満  
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 受 水 元 の 北 千 葉 広 域水 道 企 業 団 の Ｐ Ｆ Ｏ Ｓ 及 び Ｐ Ｆ Ｏ Ａ の 検 査 も

４ 回 /年 で の 検 査 を 実 施 し て お り ， 原 水 ， 浄 水 共 に Ｈ Ｐ に て 公 表 を

し て い ま す 。  

 今 年 度 に つ い て は ，５ 月 は 原 水 ， 浄 水 共 に ５ ng/ℓ未 満 ， ８月 は 原

水 ， 浄 水 共に ５ ng/ℓと な っ て お り ま す 。  

 

 

（ ※ １ ） 暫 定 目 標 値 ：  

 令 和 ２ 年 ３ 月 30 日付 け で 厚 生 労 働 省 よ り 「 水 質 基 準 に 関 す る 省

令 の 一 部 改 正 等 に つ いて 」 が 施 行 通 知 さ れ ， 令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日 より ，

こ れ ま で の 「 要 検 討 項目 」 か ら 「 水 質 管 理 目 標 設 定 項 目 」 へ と 引き

上 げ ら れ ， Ｐ Ｆ Ｏ Ｓ 及 び Ｐ Ｆ Ｏ Ａ の 合 算 値 で 50ng/ ℓ以 下 と す る と

設 定 さ れ ま し た 。  

 現 在 は ， 厚 生 労 働 省か ら ， 環 境 省 に 移 管 さ れ て い ま す が ， 水 道 法

に 基 づ い た 基 準 等 に つい て は ， 『 目 標 値 』 ， 環 境 基 準 法 に 基 づ いた

水 環 境 の 基 準 に つ い ては『 指 針 値 』 と 使 い 分 け て お り ， と も に暫定

で は あ り ま す が ， Ｐ Ｆ Ｏ Ｓ 及 び Ｐ Ｆ Ｏ Ａ の 合 算 値 で 50ng/ ℓ以 下 と

な っ て い ま す 。  


